
（1）保険外併用療養費
①特別の療養環境の提供の場合

②180日超入院患者の場合（厚生労働大臣が定める状態にある患者を除く）

（2）療養の給付と直接関係のないサービス等の費用徴収

保険外負担に関するもの

同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、入院が選定療養対象となり、患者さんの状態によっ
ては、１日につき２,７８５円（税込）の別途料金をいただきます。（通算対象入院料の基本点数の１５％相
当）

11,000円




